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く ら し の 情 報

お 

知 

ら 

せ

　
本
人
通
知
は
、
登
録
者
の
住
民
票

の
写
し
な
ど
を
第
三
者
に
交
付
し
た

場
合
に
、
そ
の
事
実
に
つ
い
て
登
録

者
に
通
知
す
る
も
の
で
す
。

　

本
制
度
に
登
録
す
る
こ
と
に
よ

り
、
住
民
票
の
写
し
な
ど
の
不
正
請

求
や
不
正
取
得
を
い
ち
早
く
知
る
こ

と
が
で
き
、
個
人
の
権
利
の
侵
害
を

防
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
町
民
福
祉
課
住
民

係
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◇
申
請
・
問
合
せ
先

　
町
民
福
祉
課
住
民
係

　
☎
52
‐
５
８
１
１

【 

本
人
通
知
制
度
をご利

用
く
だ
さ
い 

】

　
平
成
31
年
１
月
～
令
和
元
年
12
月

の
間
に
納
付
さ
れ
た
国
民
健
康
保
険

税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
納
付
証
明
書
を
１
月
中

旬
ご
ろ
に
郵
送
し
ま
す
。

　
こ
の
納
付
証
明
書
は
、
確
定
申
告

な
ど
で
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

た
め
の
証
明
と
し
て
添
付
す
る
も
の

【 

保
険
税
・
保
険
料
の
納
付
証
明
書 

】
で
す
。大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
年
末
調
整
な
ど
で
早
め
に

必
要
と
な
る
人
は
、
健
康
保
険
課
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
顔
写
真
の
あ
る
身
分
証
明
書
が
必

要
で
す
。

◇
問
合
せ
先

　
健
康
保
険
課
賦
課
徴
収
係

　
☎
52
‐
５
８
０
９

　
県
で
は
、
就
業
に
結
び
つ
く
可
能

性
の
高
い
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
す

る
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父
に

対
し
、
受
講
料
の
一
部
を
交
付
す
る

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◇
対
象
者　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま

た
は
父
で
、
次
の
全
て
の
要
件
を

満
た
す
人

・
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
ま
た
は

同
様
の
所
得
水
準
の
人

・
就
職
す
る
た
め
に
雇
用
保
険
制
度

の
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
な
ど
の

指
定
教
育
訓
練
講
座
を
受
け
る
こ

と
が
必
要
な
人

◇
支
給
額

・
受
講
経
費
の
60
％
（
修
学
年
数
に

20
万
円
を
乗
じ
た
額
を
超
え
る
と

き
は
修
学
年
数
に
20
万
円
を
乗
じ

【 

ひ
と
り
親
家
庭

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業 

】

て
得
た
額（
上
限
80
万
円
））

・
雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練

給
付
金
な
ど
の
支
給
を
受
け
た
人

は
、
そ
の
差
額　
　

◇
手
続
き　
教
育
訓
練
を
受
講
す
る

前
に
相
談
し
た
上
で
、
講
座
の
指

定
を
受
け
る

◇
問
合
せ
先

・
町
民
福
祉
課
児
童
係

　
☎
52
‐
５
８
１
０

・
柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー　
保
健

福
祉
・
総
務
室

　
☎
22
‐
３
７
７
７

　
県
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま

た
は
父
が
、
経
済
的
自
立
に
効
果
的

な
資
格
取
得
の
た
め
養
成
機
関
で
修

業
す
る
場
合
、
生
活
の
負
担
軽
減
を

図
り
、
資
格
取
得
を
支
援
し
ま
す
。

■
対
象
者　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま

た
は
父
で
次
の
全
て
の
要
件
を
満

た
す
人

・
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
ま
た
は

同
様
の
所
得
水
準
の
人

・
１
年
以
上
の
養
成
機
関
で
修
業

し
、
対
象
資
格
の
取
得
が
見
込
ま

れ
る
人

・
就
業
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両
立

【 

ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業
訓
練

促
進
給
付
金
等
事
業 

】

　
平
成
31
年
１
月
１
日
～
令
和
元
年

12
月
31
日
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保

険
料
は
、
所
得
税
・
住
民
税
の
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
を
証
明
す

る
書
類
が
必
要
で
す
。

　
こ
の
た
め
、
１
月
１
日
～
９
月
30

日
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
人
は
、
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
が
11
月
上
旬

に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
10
月
１
日
～
12
月
31
日

に
今
年
は
じ
め
て
納
付
し
た
人
に

は
、
令
和
２
年
２
月
上
旬
に
送
付
さ

れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

証
明
書
（
ま
た
は
領
収
証
書
）
を
年

末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
際
に
必

【 
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
の
発
行 

】
ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
場
合
は
、
納
付
さ
れ

た
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
控
除
証

明
書
を
紛
失
し
た
場
合
は
再
発
行
で

き
ま
す
。

◇
問
合
せ
先　
徳
山
年
金
事
務
所

　
☎
０
８
３
４
‐
31
‐
２
１
５
２
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＊「
広
報
た
ぶ
せ
」の
点
字
版
ま
た
は
音
訳
テ
ー
プ
を
お
届
け
し
ま
す
。
社
会
福
祉
協
議
会（
☎
53
‐
１
１
０
３
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

【 

３
歳
児
健
康
診
査
の
お
知
ら
せ 

】

◇
日
時　
12
月
５
日（
木
）

　
（
受
付　

午
後
１
時
～
午
後
１
時

が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
人
な
ど

■
対
象
資
格　
看
護
師
、准
看
護
師
、

保
健
師
、助
産
師
、介
護
福
祉
士
、

作
業
療
法
士
、
理
学
療
法
士
、
保

育
士
、
理
容
師
、
美
容
師
な
ど

■
支
給
内
容

◇
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　
（
対
象
資
格
お
よ
び
修
業
期
間
に

よ
る
）

・
町
民
税
非
課
税
世
帯
は
月
額
10
万

円（
最
終
12
か
月
は
月
額
14
万
円
）

・
町
民
税
課
税
世
帯
は
月
額

７
万
５
０
０
円
（
最
終
12
か
月
は

月
額
11
万
5
０
０
円
）

◇
訓
練
修
了
支
援
給
付
金

・
町
民
税
非
課
税
世
帯
は
５
万
円

・
町
民
税
課
税
世
帯
は
２
万
５
０
０

　
０
円

■
手
続
き　
修
業
を
始
め
る
前
に
事

前
相
談
お
よ
び
申
請
を
す
る

■
問
合
せ
先

・
町
民
福
祉
課
児
童
係

　
☎
52
‐
５
８
１
０

・
柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー　
保
健

福
祉
・
総
務
室

　
☎
22
‐
３
７
７
７

30
分
）

◇
場
所　
西
田
布
施
公
民
館

◇
対
象
者

　
平
成
28
年
６
月
１
日
～
平
成
28
年

８
月
31
日
に
生
ま
れ
た
幼
児

◇
内
容

　
内
科
診
察
・
歯
科
診
察
な
ど

※
該
当
者
に
は
個
人
通
知
し
ま
す
。

◇
問
合
せ
先　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
52
‐
４
９
９
９

　
大
学
教
育
資
金
な
ど
を
貸
し
付
け

て
い
ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
貸
付
対
象
者

　
（
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人
）

①
県
内
に
居
住
し
て
い
る
人

②
中
小
企
業
勤
労
者
、
ま
た
は
共
済

会
加
入
勤
労
者

③
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る

人
・
同
一
事
業
所
に
１
年
以
上
勤
務
し

て
い
る
人

・
離
職
時
の
事
業
所
に
１
年
以
上
勤

務
し
、
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

勤
労
者
（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

で
離
職
理
由
コ
ー
ド
が
11
、
12
、

21
、
22
、
23
、
31
、
32
お
よ
び
34

で
あ
る
人
に
限
る
）
で
、
離
職
後

１
以
内
に
再
就
職
し
、
勤
続
１
年

未
満
の
人

【 

県
・
市
町
中
小
企
業
勤
労
者

小
口
資
金
貸
付
制
度 

】
④
市
町
税
を
完
納
し
て
い
る
人

⑤
返
済
能
力
の
あ
る
人

※
共
済
会
加
入
勤
労
者
と
は
、（
一

社
）
山
口
県
勤
労
福
祉
共
済
会
の

行
う
共
済
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
型

を
除
く
）
に
１
年
以
上
加
入
し
て

い
る
勤
労
者
の
こ
と
で
す
。

※
事
業
主
な
ど
と
同
一
生
計
の
勤
労

者
で
、
当
該
事
業
主
の
経
営
す
る

企
業
に
勤
務
す
る
人
は
貸
付
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

◇
資
金
使
途

　
大
学
教
育
資
金
、
育
児
・
介
護
休

業
資
金
、
冠
婚
葬
祭・療
養
資
金
、

災
害
資
金
、
生
活
向
上
資
金

◇
貸
付
限
度
額

　
１
０
０
～
３
０
０
万
円

◇
償
還
期
間　
10
年
以
内

　
（
使
途
に
よ
り
据
置
あ
り
）

◇
貸
付
利
率　
年
１
．
６
３
％

　
（
別
に
保
証
料
が
必
要
）

◇
申
込
み
先　
中
国
労
働
金
庫

※
貸
付
に
当
た
っ
て
は
、
中
国
労
働

金
庫
の
審
査
が
あ
り
ま
す
。

◇
問
合
せ
先

・
経
済
課
地
域
振
興
係

　
☎
52
‐
５
８
０
５

・
山
口
県
労
働
政
策
課

　
☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐
３
２
１
０

・
県
内
の
中
国
労
働
金
庫
各
店
舗

（
取
扱
金
融
機
関
）

　
県
で
は
、
母
子
・
父
子
家
庭（
20
歳

未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
人
）の

母
、
父
お
よ
び
寡
婦
に
対
し
て
子
ど

も
の
高
等
学
校
へ
の
入
学
、
修
学
や

就
職
に
必
要
な
経
費
に
対
し
て
、
無

利
子
で
貸
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◇
主
な
貸
付
資
金

・
就
学
支
度
資
金
（
高
等
学
校
、
大

学
、
専
門
学
校
な
ど
の
入
学
金
、

制
服
代
な
ど
）

・
修
学
資
金
（
高
等
学
校
、
大
学
、

専
門
学
校
な
ど
で
修
学
す
る
た
め

の
授
業
料
、
交
通
費
な
ど
）

・
修
業
資
金
特
別
（
自
動
車
運
転
免

許
取
得
費
用
）

・
就
職
支
度
資
金（
被
服
費
な
ど
）　

◇
申
込
方
法
お
よ
び
期
限

【 

母
子
・
父
子
・
寡
婦
福
祉
資
金

貸
付
制
度 

】
　
資
金
を
必
要
と
す
る
日
か
ら
、
概

ね
１
か
月
半
前
ま
で
に
申
請
す
る

◇
問
合
せ
先

・
町
民
福
祉
課
児
童
係

　
☎
52
‐
５
８
１
０

・
柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー　
保
健

福
祉
・
総
務
室

　
☎
22
‐
３
７
７
７
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相　
談

講
習
・
講
座

【 

紛
争
自
主
解
決
支
援
セ
ミ
ナ
ー 
】

　
総
合
的
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
、
紛

争
解
決
の
実
務
な
ど
を
解
説
し
ま
す
。

　
農
林
水
産
業
へ
の
就
業
を
目
指
す

希
望
者
に
対
し
て
、
農
業
法
人
、
市

町
な
ど
の
出
展
団
体
に
よ
る
個
別
相

談
を
行
い
、
就
業
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り

や
研
修
制
度
な
ど
の
情
報
収
集
の
場

を
提
供
し
ま
す
。

◇
日
時　
令
和
２
年
１
月
25
日（
土
）

　
午
前
10
時
30
分
～
午
後
３
時

◇
場
所　
山
口
県
総
合
保
健
会
館

　
（
山
口
市
吉
敷
下
東
３
‐
１
‐
１
）

◇
対
象
者　
農
林
水
産
業
へ
の
就
業

を
希
望
す
る
人
、
始
め
た
い
人
、

Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
希
望
者
、農
大
生・

高
校
生
と
そ
の
家
族
な
ど

◇
参
加
料　
無
料

※
事
前
申
し
込
み
は
不
要
で
、
出
入

場
自
由
で
す
。

◇
連
絡
先　
（
公
財
）や
ま
ぐ
ち
農
林

振
興
公
社
担
い
手
・
新
事
業
支
援

部
担
い
手
支
援
課

　
☎
０
８
３
‐
９
０
２
‐
６
６
９
６

【 

ふ
る
さ
と
や
ま
ぐ
ち
農
林
水
産
業

新
規
就
業
ガ
イ
ダ
ン
ス 

】

【 

困
り
ご
と
巡
回
相
談
会 

】

◇
日
時　
12
月
13
日（
金
）　

　
午
後
１
時
～
４
時

　
（
日
時
以
外
も
相
談
可
）

◇
場
所　
町
役
場　
１
階
保
健
室

◇
申
込
方
法　
前
日
ま
で
電
話
予
約

◇
相
談
料　
無
料

◇
相
談
内
容

　
仕
事
が
決
ま
ら
な
い
、
収
入
が
少

な
く
生
活
費
が
不
足
、
税
金
や
公

共
料
金
の
滞
納
な
ど
借
金
が
あ
り

不
安
な
ど

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先

　
柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
☎
22
‐
３
７
７
７

■
日
時　
12
月
４
日（
水
）

　
午
前
10
時
～
午
前
11
時
45
分

■
場
所　

柳
井
市
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
４
階（
大
ホ
ー
ル
）

■
内
容

◇
子
ど
も
の
事
故
に
つ
い
て
知
ろ
う

・
講
師

　
柳
井
保
健
セ
ン
タ
ー　
保
健
師　

◇
ヨ
ガ
を
楽
し
み
な
が
ら
、
心
と
体

を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
よ
う

・
講
師　
全
米
ヨ
ガ
ア
ラ
イ
ア
ン
ス

Ｒ
Ｙ
Ｔ
２
０
０　
ヨ
ガ
イ
ン
ス
ト

【 

や
な
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
交
流
会 

】

【 

柳
井
医
療
セ
ン
タ
ー
公
開
講
座 

】

◇
日
時　
11
月
30
日（
土
）

　
午
後
１
時
～
午
後
４
時

　
（
受
付
、
健
康
チ
ェ
ッ
ク
整
理
券
配

布
な
ど
午
後
１
時
～
午
後
２
時
）

◇
場
所

　
西
田
布
施
公
民
館
大
集
会
室

◇
内
容　

【 
人
権
週
間 

】

　
12
月
４
日（
水
）～
10
日（
火
）は

『
第
71
回
人
権
週
間
』で
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
『
特
設
人

権
相
談
所
』を
開
設
し
ま
す
。

◇
日
時　
12
月
16
日（
月
）

　
午
前
10
時
～
午
後
3
時

◇
場
所　
中
央
公
民
館　
和
室

◇
相
談
内
容　
人
権
、法
律
、土
地
、

家
屋
、
金
銭
貸
借
、
離
婚
な
ど
あ

ら
ゆ
る
生
活
上
の
心
配
ご
と

◇
問
合
せ
先

　
山
口
地
方
法
務
局
周
南
支
局

　
☎
０
８
３
４
‐
28
‐
０
２
４
４

ラ
ク
タ
ー　
藤
井
千
絵
氏

■
定
員　
20
人

　
（
先
着
順
・
子
ど
も
同
伴
可
）

■
参
加
費　
２
０
０
円（
お
茶
代
）

■
持
参
物　
ヨ
ガ
マ
ッ
ト
（
お
持
ち

の
人
）、
ま
た
は
バ
ス
タ
オ
ル

■
申
込
方
法　
電
話
で
申
し
込
む

■
申
込
期
限　
11
月
27
日（
水
）

■
問
合
せ
先　
や
な
い
フ
ァ
ミ
リ
ー

　
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

　
☎
23
‐
０
６
６
８

①
慢
性
便
秘
症
の
は
な
し

・
講
師　
柳
井
医
療
セ
ン
タ
ー

　
院
長　
住
元
了
氏

②
頭
痛
に
つ
い
て 

・
講
師　
柳
井
医
療
セ
ン
タ
ー
脳
神

経
内
科
医
長　
福
塲
浩
正
氏

③
あ
な
た
に
知
っ
て
欲
し
い
認
知
症 

・
講
師　
柳
井
医
療
セ
ン
タ
ー
認
知

症
認
定
看
護
師　
畑
谷
や
よ
い
氏

④
腰
痛
と
そ
の
対
策 

・
講
師　
柳
井
医
療
セ
ン
タ
ー
理
学

療
法
士
長　
渡
利
太
氏

◇
参
加
料　
無
料

◇
問
合
せ
先　
柳
井
医
療
セ
ン
タ
ー

　
☎
27
‐
０
２
１
１

◇
日
時　
12
月
９
日（
月
）

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時

◇
場
所

　

山
口
県
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

（
山
口
市
吉
敷
下
東
３
丁
目
）

◇
演
題　
『
性
的
少
数
者
と
人
権　

企
業
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策　
紛

争
解
決
の
実
務
対
応
』

◇
講
師　
弁
護
士　
沼
田
幸
雄
氏

　
（
新
山
口
法
律
事
務
所
）

◇
定
員　
１
８
０
人

◇
参
加
費　
無
料

◇
申
込
期
限　
11
月
25
日（
月
）

◇
申
込
方
法（
先
着
順
）

　
山
口
労
働
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲

載
の
申
込
用
紙
で
申
し
込
む

※
詳
細
は
申
込
用
紙
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

◇
問
合
せ
先

　
山
口
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
室

　
☎
０
８
３
‐
９
９
５
‐
０
３
９
０

広
報
の
お
話
　

vol

 

30

　
今
回
の
子
育
て
特
集
は
い
か
が

で
し
た
か
？

　

紹
介
し
た
人
や
活
動
以
外
に

も
、
多
く
の
人
や
団
体
に
助
け
て

い
た
だ
き
な
が
ら
町
は
子
育
て
支

援
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
後
も
広
報
を
通
し
て
、
子
育

て
の
イ
ベ
ン
ト
や
相
談
に
つ
い
て

の
情
報
提
供
が
で
き
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。

（
地
域
の
輪
を
大
切
に
！！広

報
担
当
）



広報たぶせNo.99819

今月の納期

11月・12月
休日納税（相談）窓口

　滞納が続くと、納期から本税（料）
納付までの経過日数に応じて延滞金が
加算されます。督促手数料や延滞金を
含めて完納とならない場合、滞納処分
を受けることになります。
　やむを得ず納期限までに納付できな
い事情のある人などの納付に関する相
談もお受けします。

◇国民健康保険税・介護保険料
　後期高齢者医療保険料	 （5期）

■休日昼間納税（相談）窓口（８:30 ～ 17:00）
　11 月 24 日（日）　12 月 22 日（日）
※コンビニ収納開始に伴い、平日夜間納税（相

談）窓口は 7 月をもって終了となりました。

◇納付場所　町役場１階 税務課窓口
◇対象および内容の問合せ先
町県民税・固定資産税・軽自動車税

………税務課　　　☎ 52-5804
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料・介護保険料

………健康保険課　☎ 52-5809
保育料および児童クラブ保育料

………町民福祉課　☎ 52-5810
町営住宅使用料および駐車場使用料

………建設課　　　☎ 52-5807
下水道受益者負担金

………建設課　　　☎ 52-5817

… 人口 …
15,205 人

（増減 -34 人）

… 男 …
7,249 人
… 女 …
7,956 人

… 世帯 …
7,013 世帯

（10月１日現在）

人口と世帯

配偶者や交際相手からの暴力（DV）に悩んでいませんか？
問総務課  総務係　☎ 52-5802

■山口県男女共同参画相談センター
◇電話相談
・連絡先
　DV ホットライン（緊急用）
　☎ 0120-238122
　DV 相談専用ダイヤル
　☎ 083-901-1122
・受付時間
　【平日】午前 8 時 30 分～午後 10 時
　【土日】午前 9 時～午後 6 時
　（祝日・年末年始を除く）
※時間外は留守番電話での対応となります。

◇面接相談（要予約）
・受付時間
　月曜～金曜　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

◇専門相談（面接・要予約）
・弁護士による法律に関する相談
　第 1・3 水曜日　午後１時 30 分～午後 3 時 30 分
・医師による健康に関する相談
　第４火・金曜日　午後 2 時～午後 4 時
・心理の専門家によるこころの相談
　第２火曜日　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
◇面接相談場所　山口県男女共同参画相談センター
　（山口市湯田温泉 5-1-1）
■警察
◇電話相談
・連絡先
　緊急時（柳井警察署）
 ☎ 0820-23-0110 または 110 番
　レディースサポート 110
 ☎ 0120-378387 または☎ 083-932-7830
　警察総合相談（山口県）
　☎ 083-923-9110 または #9110（短縮ダイヤル）
■やまぐち性暴力相談ダイヤル『あさがお』
　（山口県男女共同参画相談センターに設置）
　☎ 083-902-0

お は や く
889

◇電話相談受付時間
　24 時間 365 日
※被害直後の緊急医療支援についても 24 時間 365

日対応しています。

　11月 12 日（火）～ 25日（月）は、『女性に
対する暴力をなくす運動』週間です。
　配偶者などによる暴力の根絶、被害者の保護・
支援を充実させるため、相談窓口を設置していま
す。専門の相談支援員があなたの悩みに寄り添い
ます。ひとりで抱え込まずご相談ください。


